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平成27年度砂利採取業務主任者試験の実施 

 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第15条第１項の規定により、平成27年度砂利 

採取業務主任者試験を次のとおり実施するので、砂利採取業者の登録等に関する規 

則（昭和43年通商産業省令第80号）第８条の規定により公告する。 

  平成27年８月３日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 試験の日時及び場所 

 ⑴ 日時 平成27年11月13日（金）午前10時から正午まで 

 ⑵ 場所 富山市新総曲輪４番18号 富山県民会館 701号室 

２ 受験手続 

 ⑴ 受験願書等の受付期間 

   平成27年10月１日（木）から10月22日（木）まで（日曜日、土曜日及び国民 

  の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。） 

   なお、郵送による提出の場合は、平成27年10月22日（木）までの消印がある 

  ものを有効とする。 

 ⑵ 受験願書等の提出先 

   富山市新総曲輪１番７号 富山県土木部河川課 
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３ 問合せ先 

  富山県土木部河川課（電話076‐444‐3324） 

 

 

都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条 

第１項の規定により高岡市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があっ 

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山県 

土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  平成27年８月３日 

                    富山県知事 石  井    一  

都市計画の種類 

富山高岡広域都市計画用途地域 

 

 

監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第４項及び第７項の規定に基づき、 

平成27年６月に実施した監査の結果を同条第９項の規定により、次のとおり公表す 

る。 

  平成27年８月３日 

                    富山県監査委員 宮 本  光 明  

                    富山県監査委員 武 田  慎 一  

                    富山県監査委員 酒 井  三 郎  

                    富山県監査委員 桶 屋  泰 三  

 

１ 県の機関 

 ⑴ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 
 

知事政策局 富 山 空 港 管 理 事 務 所 平成27年６月16日 

商工労働部 工 業 技 術 セ ン タ ー 平成27年６月24日 
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   監査対象箇所                    監 査 年 月 日 
 

商工労働部 総 合 デ ザ イ ン セ ン タ ー 平成27年６月24日 

農林水産部 小 矢 部 川 ダ ム 管 理 事 務 所    平成27年６月22日 

土 木 部 白 岩 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成27年６月３日 

  同 富 山 港 事 務 所 平成27年６月22日 

出 納 局 富 山 出 納 室 平成27年６月８日 

監 査 委 員 監 査 委 員 事 務 局 平成27年６月10日 

教育委員会 西 部 教 育 事 務 所 平成27年６月５日 

 

  ⑵ 監査対象年度 

   平成25年度及び平成26年度 

 

 ⑶ 監査結果 

   財務に関連する事務事業については、大方の監査対象箇所において、おおむ 

  ね適正に行われていると認められたが、一部において次のとおり留意改善すべ 

  き事項があったので、今後、一層適正な執行に努められたい。 

 

  <<注意事項>> 

   ア 物品の売払い手続きにおいて、複数見積りのないものがあった。 

   イ 再委託の承認について、契約書に違反しているものがあった。 

 

２ 財政的援助団体等 

 ⑴ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 
 

立 山 貫 光 タ ー ミ ナ ル 株 式 会 社 平成27年６月22日 

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 大 長 谷 む ら づ く り 協 議 会 平成27年６月17日 

株 式 会 社 ニ ッ コ ク ト ラ ス ト 平成27年６月16日 

 

  ⑵ 監査対象年度 
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   平成26年度 

 

 ⑶ 監査結果 

   公の施設の管理団体における業務の執行は、おおむね適正に行われていると 

  認められた。 
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